
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

条

例

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
五
十
五
号

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ガ
ス
供
給
業
」

の
下
に
「
（
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ

ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
十
項

に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
及
び
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
同

項
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。
）
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
三
第
一
項
中
「
一
戸
に
つ
き
千
二
百
万
円
」
を
「
一
戸
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に

「
不
動
産
取
得
税
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
に
つ
き
千
二
百
万
円
）
」
を
「
）
に
つ
い
て
千
二
百
万
円
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
。
第
四
十
条
の
十
六
の
二
」
を
「
。
第
四
十
条
の
十
三
第
三
項
」
に
、
「
第

四
十
条
の
十
三
第
二
項
、
第
四
十
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
四
十
条
の
十
六
の
二
」
を
「
第
四
十
条
の

十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
二
項
」
に
、
「
に
つ
き
」
を
「
に
つ
い
て
」
に

改
め
る
。

第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条

第
二
項
」
を
「
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
」
に
、
「
一
戸
に
つ
い
て
」
を
「
一
戸
」
に
、
「
に
つ
い
て
）
」

を
「
）
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
係
る
」
を
「
の
用
に
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第

八
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
ほ
か
、
第
一
項
の
」
を
「
ほ
か
、
」
に
、

「
場
合
の
」
を
「
場
合
に
お
け
る
」
に
、
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か

ら
第
三
項
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
第
四
項
各
号
」
を
「
第
五
項
各
号
」
に
、
「
、
第
四
項
」
を
「
、

第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
四
項
本
文
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
場
合
に
お

い
て
は
」
を
「
と
き
は
」
に
、
「
適
用
す
る
」
を
「
、
適
用
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該

土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
（
既
存
住
宅
の
う
ち
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
以
外

の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
の
十
六
の
二
並
び
に
第
四

十
条
の
十
六
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
戸
に
つ
い
て
そ
の
床
面
積
の
二
倍
の
面
積
の
平
方

メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て

得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
金
額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額

を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

一

土
地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐

震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
場
合
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
四

十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二

土
地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
前
一
年
の
期
間
内
に
当
該
土
地
の
上
に
あ
る

耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
て
い
た
場
合
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得

が
第
四
十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
改

め
、
「
一
年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ

て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（
当

該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
四
十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら
六
月

以
内
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以

内
に
取
得
す
る
こ
と
」
を
「
、
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内
に
取
得

す
る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第

四
十
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
完
了
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
つ

て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、

「
前
条
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
十
五
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
───────────────────────────────────────────────────────────
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二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
、

「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
十
六
の
二
中
「
（
既
存
住
宅
の
う
ち
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
以
外
の
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
の
十
六
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
の
二
の
四
中
「
第
四
十
二
条
の
十
第
五
項
」
の
下
に
「
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

号
）
附
則
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
五
第
五

項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「
、
第
二
十
五
項
及
び
第
二
十
六
項
（
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
か

ら
第
二
十
七
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
項
（
同
条
第
三
十
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
九
項
」
を
「
同
条
第

三
十
一
項
」
に
、
「
）
に
お
い
て
」
を
「
）
の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
二
十

五
項
及
び
第
二
十
七
項
（
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
及
び
第
二
十
九
項
（
同
条

第
三
十
項
」
」
に
、
「
同
条
第
二
十
九
項
」
を
「
同
条
第
三
十
一
項
」
に
、
「
）
に
お
い
て
」
を
「
）

の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
第
三
項
中
「
ガ
ス
供
給
業
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
供
給

業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
連
結

申
告
法
人
（
次
項
に
お
い
て
「
連
結
申
告
法
人
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
付

加
価
値
割
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
（
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
）
の
日
を
含
む

事
業
年
度
及
び
清
算
中
の
各
事
業
年
度
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の

事
業
税
に
限
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
（
当
該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条

の
十
二
の
五
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が
当
該
法
人
の
同
項
第
五
号
に
規

定
す
る
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
各
事
業
年
度
の
付
加
価

値
額
か
ら
、
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
か
ら
当
該
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額

に
、
各
事
業
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
十
四
に
規
定
す
る
収
益
配
分
額
か
ら
法
第
七
十
二
条
の
二
十

第
二
項
に
規
定
す
る
雇
用
安
定
控
除
額
を
控
除
し
た
額
を
当
該
収
益
配
分
額
で
除
し
て
計
算
し
た
割

合
（
次
項
に
お
い
て
「
雇
用
安
定
控
除
調
整
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
控
除
す

る
。

一

当
該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
継
続
雇

用
者
給
与
等
支
給
額
か
ら
当
該
法
人
の
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給

額
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
以
上

で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
三
項
第
八
号
に
規
定
す
る
国
内
設

備
投
資
額
が
当
該
法
人
の
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
当
期
償
却
費
総
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す

る
金
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

５

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
法
人
（
連
結
申
告
法
人
に
限
る
。
）
に
対
す
る
事
業
税

の
付
加
価
値
割
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
限
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
場
合
（
当
該
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
十
五
の
六
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
雇

用
者
給
与
等
支
給
額
が
当
該
法
人
の
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
以
下
で

あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
か
ら
、
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
か

ら
当
該
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
に
、
各
事
業
年
度
の
雇
用
安
定
控
除
調
整
率

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
控
除
す
る
。

一

当
該
法
人
の
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
十
五
の
六
第
三

項
第
五
号
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
当
該
法
人
の
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
（
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
者
比

較
給
与
等
支
給
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
継
続
雇

用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
又
は
当
該
法
人
及
び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支

配
関
係
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
七
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
各
連
結
法
人
（
同
条
第
十
二
号
の
七
の
二
に
規
定
す
る
連
結
法
人

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
法
人
及

び
当
該
各
連
結
法
人
の
継
続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
継

続
雇
用
者
比
較
給
与
等
支
給
額
の
合
計
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
法
人
の
国
内
設
備
投
資
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
十
五
の
六
第
三
項
第
七
号

に
規
定
す
る
国
内
設
備
投
資
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
法
人
の
当
期

償
却
費
総
額
（
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
当
期
償
却
費
総
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
法
人
及
び
当
該
法
人
と
の

間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
各
連
結
法
人
の
国
内
設
備
投
資
額
の
合
計
額
が
当
該
法
人
及
び

当
該
各
連
結
法
人
の
当
期
償
却
費
総
額
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
以
上
で
あ
る

こ
と
。

附
則
第
八
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
を
「
第
四
項
中
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

を
控
除
し
た
」
に
、
「
、
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
を
「
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

を
控
除
し
た
金
額
」
に
、
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
「
労
働
者
派
遣
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
」
及
び
「
船
員
派
遣
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
「
又
は
当
該
事
業

年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税
の
連
結
所
得
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る

も
の
」
を
削
り
、
「
派
遣
労
働
者
を
い
う
」
及
び
「
派
遣
船
員
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
」
を
加
え
、
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
金
額
」
」
を
「
」
と
、
前
項
中
「
比
較
雇
用

者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
に
、

法
第
七
十
二
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
各
事
業
年
度
の
報
酬
給
与
額
を
当
該
報
酬
給
与
額
及
び
各

事
業
年
度
に
お
い
て
労
働
者
派
遣
又
は
船
員
派
遣
の
対
価
と
し
て
当
該
労
働
者
派
遣
又
は
当
該
船
員
派

遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
た
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
（
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
連
結

事
業
年
度
の
法
人
税
の
連
結
所
得
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
百
分
の
七

十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
又
は
当
該
船

員
派
遣
に
係
る
派
遣
船
員
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
当
該
合
計
額
）
の
合

計
額
で
除
し
て
計
算
し
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
」
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
───────────────────────────────────────────────────────────
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第
八
項
中
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
」
」
を
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
」
」

に
、
「
当
該
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
に
」
を
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
に
」

に
、
「
第
八
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
事
業
（
」
を
「
事
業
に
係
る
額
（
」
に
、
「
そ
の
他
の
事
業
」

と
い
う
。
）
に
係
る
額
」
を
「
特
定
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
雇
用
者
給
与
等

支
給
額
の
う
ち
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
額
」
を
「
特
定
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」
に
、
「
金
額
」
と
」

を
「
」
と
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
前
二
項
に
お
い
て
」
を
「
前
二

項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
、
」
を
「
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
か
ら
比
較

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
対
象
額
」
と
い
う
。
）
、
」

に
、
「
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額
は
」
を
「
控
除
対
象
額
は
」
に
、
「
雇
用
者
給
与
等
支
給
増
加
額

を
」
を
「
控
除
対
象
額
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

電
気
供
給
業
を
行
う
法
人
が
、
電
気
事
業
法
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
電
力
取
引
所
を

11
介
し
て
自
ら
が
供
給
を
行
つ
た
電
気
の
供
給
を
受
け
て
、
当
該
電
気
の
供
給
を
行
う
場
合
に
お
け
る

第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
限
り
、
第
三
十
九

条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
金
額
か
ら
施
行
令
附

則
第
六
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
。

附
則
第
八
条
の
九
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
」
に
、
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
同
号
」
を
「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
土
地

の
取
得
の
日
」
を
「
同
日
」
に
、
「
当
該
取
得
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
住

宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
と
し
て
」
を
「
同
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
に
つ
き
千
二
百
万
円
」
を
削
り
、
「
（
以
下
」
の
下
に
「
不
動
産
取
得
税
に

お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
若
し
く
は
第
四
項
」

を
「
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
第
二
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
改

め
、
「
か
ら
一
年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に

あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得

（
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
四
十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら

六
月
以
内
」
を
加
え
、
「
、
「
当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
と
」
を
「
、
「
、
当
該
土
地
」

と
あ
る
の
は
「
、
当
該
施
設
」
と
」
に
、
「
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を

一
年
以
内
に
取
得
す
る
こ
と
」
を
「
、
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内

に
取
得
す
る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以

内
に
第
四
十
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
完
了
す
る
こ
と
」
に
、
「
こ
と
」
と
、
「
当
該

土
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
」
を
「
こ
と
」
と
、
「
に
よ
り
当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
り

当
該
施
設
」
に
、
「
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
第
二
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
一
戸
に
つ
い
て
」

を
「
一
戸
」
に
、
「
も
の
に
つ
い
て
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の

項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
工
事
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
改
修
工
事
を
」

を
「
住
宅
性
能
向
上
改
修
工
事
を
」
に
改
め
、
「
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
、

同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
「
か
ら
一

年
以
内
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該

取
得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（
当
該
土
地
の

上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
四
十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
」
を

加
え
、
「
当
該
土
地
」
」
を
「
、
当
該
土
地
」
」
に
、
「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
」
を
「
、
当
該

改
修
工
事
対
象
住
宅
」
」
に
、
「
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内

に
取
得
す
る
こ
と
」
を
「
、
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内
に
取
得
す

る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
四

十
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
完
了
す
る
こ
と
」
に
、
「
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
」
を

「
、
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
改
修
工
事
対
象
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
（
当
該
改
修
工
事
対
象

住
宅
と
と
も
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と

い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅

用
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て
住
宅
性
能
向
上
改
修

工
事
を
行
つ
た
後
、
当
該
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
で
施
行
令
附
則
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
す
る

土
地
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
を
そ
の
者
の
居
住

の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
に
係
る

不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数

値
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
上
に
あ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
一
戸
（
共

同
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
）
に
つ
い

て
そ
の
床
面
積
の
二
倍
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百
を
超
え
る
場

合
に
は
、
二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て

得
た
金
額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

７

第
四
十
条
の
十
四
（
第
三
項
後
段
を
除
く
。
）
、
第
四
十
条
の
十
五
及
び
第
四
十
条
の
十
六
の
規

定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
並
び
に
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係

る
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
前

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
六
項
」
と
、
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「
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日
か
ら
二

年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
の
日

か
ら
一
年
以
内
、
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
当
該
取

得
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
、
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
取
得
（
当
該
土
地
の

上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
が
第
四
十
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
土
地
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
取
得
の
日
か
ら
二
年
以
内
」
と
、
「
、
当
該
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
改

修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
中
「
当
該
土
地
の
上
に
二
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
を
新
築
す
る
こ
と
、
当
該
土
地
の
上

に
あ
る
耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
を
一
年
以
内
に
取
得
す
る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震

基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
第
四
十
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
耐
震
改

修
を
完
了
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、

当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
に
つ
い
て
住
宅
性
能
向
上
改
修
工
事
を
行
つ
た
後
、
特
定
住
宅
性
能
向
上

改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
を
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当
該
個
人
が
当
該
特
定
住
宅
性
能

向
上
改
修
住
宅
を
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
」
と
、
「
当
該
土
地
の
取
得
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
の
取
得
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の

は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
土
地
の
上
に
住
宅
の
新
築
を
予
定
し
て
い

る
者
又
は
そ
の
取
得
を
予
定
し
て
い
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
、

名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に

供
す
る
土
地
の
譲
渡
を
受
け
る
予
定
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
予
定
者
が
決
定
し
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
予
定
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
予
定
年

月
日
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
予
定
年

月
日
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
、
同
条
第
三
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附

則
第
九
条
の
四
第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対

象
住
宅
用
地
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
土
地
の
上
に
住
宅
を
新
築
し
た
者
又
は
取
得
し
た
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏

名
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
年
月
日
」
と
、
第
四
十
条

の
十
五
中
「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
九
条
の
四
第
六
項
」
と
、
第
四
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工

事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、
「
第
四
十
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
二

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
」
と
、

同
項
第
五
号
中
「
土
地
の
上
に
住
宅
を
新
築
し
た
者
又
は
取
得
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
住
宅
性
能
向

上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
」
と
、
同
項
第
六

号
中
「
住
宅
の
着
工
及
び
完
成
年
月
日
又
は
住
宅
の
取
得
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
住
宅
性
能

向
上
改
修
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
年
月
日
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
住
宅
」
と
あ

る
の
は
「
改
修
工
事
対
象
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
）
を
い
う
。
」
の
下
に
「
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
六
項
」
に
改

め
、
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
あ
つ

て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
中
に
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
中
に
」
に
、
「
若
し
く
は
第
十
二
項
」

を
「
及
び
第
十
二
項
」
に
、
「
又
は
附
則
第
九
条
第
一
項
の
」
を
「
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
」

に
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
価
格
の
う

ち
附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額

に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
）
」
と
、
「
決

定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
し
た
価
格
（
当
該
価
格
の
う
ち
附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価

格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
）
」
」
を
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
表
を

加
え
る
。

第
四
十
条
の
三
第
九
項

登
録
さ
れ
た
価
格

登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
附
則

第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
宅
地
評
価
土
地
（
以
下
「
宅

地
評
価
土
地
」
と
い
う
。
）
の

部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相

当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土

地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得

た
額

決
定
し
た
価
格

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
宅
地
評

価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の

価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅

地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
て
得
た
額

第
四
十
条
の
三
第
十
一
項

登
録
さ
れ
た
価
格

登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
宅
地

及
び
第
十
二
項
第
一
号
、

評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分

第
四
十
条
の
十
六
の
三
並

の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該

び
に
附
則
第
九
条
第
一
項

宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
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の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

加
算
し
て
得
た
額

決
定
し
た
価
格

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
宅
地
評

価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の

価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅

地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
て
得
た
額

附
則
第
九
条
の
八
を
削
り
、
附
則
第
九
条
の
九
を
附
則
第
九
条
の
八
と
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改

め
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
五
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に

改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
九
項
中
「
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
装
置
（
以
下

こ
の
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
衝
突
」
を
「
、
衝
突
」
に
改
め
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制

動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た

め
の
装
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二
以
上
」
を

加
え
、
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
同
条
」
を
「
、
同
条
」
に
、
「
の

い
ず
れ
に
も
」
を
「
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の

六
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
、
「
及
び
同
条
」
を
「
、
同
条
」
に
、

「
の
い
ず
れ
に
も
」
を
「
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
乗
用
車
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
八
項
に

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
バ
ス
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
（
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
「
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
バ
ス
等
」
に
、

「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
」
を
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
若
し
く

は
」
に
、
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
二
項
」
に
、
「
第
十

一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
を
「
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
「
車

両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
に
、
「
及
び
同
条
」
を
「
、
同
条
」
に
、
「
衝
突
被
害
軽
減

制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
附
則

第
四
条
の
六
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
」
を
「
衝
突
被
害
軽
減
制

動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
乗
用
車
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
八
項
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
バ
ス
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上

の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら

第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
及

び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で

施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線

逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四

10
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及

び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制

御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
附

則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も

の
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
十

一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
十
三
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六

の
二
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
車
両
総
重
量
が
十
二

ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
等
」
を
「
バ
ス
等
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
」
に
、
「
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全

上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
」
を
「
車
線
逸
脱
警

報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
に
、
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二

第
十
七
項
」
に
改
め
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
の
下
に
「
（
車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超

え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六

の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法

11
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
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御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得

価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関

す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連

結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
最
初
事
業
年
度
」
と
い

う
。
）
開
始
の
日
の
前
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、
ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
ガ
ス
供
給
業
」
と

い
う
。
）
を
行
っ
て
い
た
法
人
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
及
び
電
気
事
業
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
同
項
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
の
特
定
ガ
ス
供
給
業
に
係
る
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
各
事
業
年
度
の
所
得
を
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
法
人
の
当
該
各
事
業
年
度
の
法
人
税

の
課
税
標
準
で
あ
る
所
得
又
は
当
該
各
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
各
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税

の
課
税
標
準
で
あ
る
連
結
所
得
に
係
る
当
該
法
人
の
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
十

八
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
所
得
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
が
、
当
該
法
人
の
最
初
事
業
年
度
開
始
の
日
前
十
年
以
内
に

開
始
し
た
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
特
定
ガ
ス
供
給
業
に
係
る
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
当
該
各

事
業
年
度
の
所
得
を
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第

七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
法
人
の
当
該
各
事
業
年
度
の
法
人
税
の
課
税
標
準

で
あ
る
所
得
又
は
当
該
各
事
業
年
度
終
了
の
日
の
属
す
る
各
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税
の
課
税
標
準

で
あ
る
連
結
所
得
に
係
る
当
該
法
人
の
個
別
所
得
金
額
の
計
算
の
例
に
よ
り
算
定
し
て
い
た
も
の
と

み
な
す
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
六
第
九
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税

務

課
）


